
 
岐衛組公告第１号 

 

一般競争入札の実施について 

 

 一般競争入札を下記のとおり行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

第１６７条の６の規定により公告します。 

なお、岐阜羽島衛生施設組合において岐阜市の要綱を準用する要綱（昭和36年8月

4日決裁）第１条第２号において準用する岐阜市一般競争入札等実施要綱（平成11年

3月30日決裁）第６条及び岐阜市事後審査型一般競争入札実施要領（平成19年7月27

日決裁）第４条の規定により事後審査型一般競争入札として実施します。 

 

令和５年２月２日 

 

岐阜羽島衛生施設組合 

管理者 岐阜市長 柴橋 正直 

 

記 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 件 名  岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営 

事業設計施工監理業務委託 

(2) 目 的 場 所  羽島市福寿町平方地内 

(3) 履 行 期 間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(4) 契 約 の 種 類  請負契約 

(5) 現場説明の有無  無 

(6) 入 札 保 証 金  岐阜市契約規則第３条第１項ただし書の規定により免

除とする。 

(7) 契 約 保 証 金  岐阜市契約規則第１１条第１項ただし書の規定により

免除とする。 

(8) 前 払 金 の 有 無  有 

(9) 低入札調査基準  本件は、岐阜市低入札価格調査要綱（平成15年3月27日

決裁）の規定により調査基準価格及び失格判断基準を

設けた業務委託である。 

(10) 概 要  (1)設計監理業務 

(2)工事監理業務 

(3)事務補助業務 

(4)運営モニタリング準備業務 

 



２ 一般競争入札参加資格及び条件 

(1) 岐阜市競争入札参加資格において、「建設コンサルタント－廃棄物」に登録

があること。 

(2) 平成12年4月1日以降に、単独企業又は共同企業体の代表構成員若しくは出資

比率３０％以上の構成員として、地方公共団体が発注した一般廃棄物(ごみ)処

理施設(炉の構成が2系列以上で処理能力の合計が65t／日以上かつボイラ・タ

ービン式発電設備を有する焼却施設)の設計から建設工事に係る設計施工監理

業務を元請として受注した実績（一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限

日までに完成引渡しの済んだ工事に係る実績とする。）を有すること。 

 (3) 次の技術者を業務に配置できること 

①  総括責任者（管理技術者） 

・地方公共団体が発注した一般廃棄物(ごみ)処理施設(炉の構成が2系列以上

で処理能力の合計が65t／日以上かつボイラ・タービン式発電設備を有する

焼却施設)の設計から建設工事に係る設計施工監理業務を総括責任者又は副

総括責任者としての実務経験(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限

日までに完成引渡しの済んだ工事に係る経験とする。)がある者。 

・技術士法に定める技術士(総合技術監理部門(衛生工学)又は衛生工学部門

(廃棄物関係の選択科目に限る)のどちらか)の資格を有する者。 

・一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日を基準日として直接かつ連

続して３か月以上雇用されている者。 

②  副総括責任者 

・地方公共団体が発注した一般廃棄物(ごみ)処理施設の設計施工監理業務の

実務経験(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日までに完成引渡し

の済んだ工事に係る経験とする。)がある者。 

・技術士法に定める技術士(総合技術監理部門(衛生工学)、衛生工学部門(廃

棄物関係の選択科目に限る)、建設部門のいずれか)又は建築士法に定める一

級建築士のどちらかの資格を有する者。 

・一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日を基準日として直接かつ連

続して３か月以上雇用されている者。 

 

３ 日程 

 (1) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出期間 

  令和５年２月２日（木）から令和５年２月１５日（水）まで 

 (2) 質問書の提出期間 

  令和５年２月２日（木）から令和５年２月１５日（水）まで 

 (3) 質疑回答期限 



 

  令和５年２月２０日（月） 

 (4) 電子入札システムの応札期間 

  令和５年２月２２日（水）午前９時から令和５年２月２４日（金）午後４時まで 

 (5) 一般競争入札の入札日時 

  令和５年２月２７日（月）午前９時００分 

 

４ その他 

 (1) 本件は、「岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事業」に付帯

する業務であるので、「岐阜羽島衛生施設組合次期ごみ処理施設整備・運営事

業」に係る契約が締結されない場合には、契約手続を中止することがある。 

 (2) 電子入札システムが使用できない場合などの書類の提出については、別紙

「入札（見積）書類の提出等について」のとおりとする。 

(3) 特記の無い事項については「一般競争入札の共通事項について」のとおりと

する。 


